
前橋市職員の退職手当に関する条例新旧対照表 

改 正 案 現   行 

(退職手当の支給) (退職手当の支給) 

第2条 省略 第2条 省略 

2 職員以外の者のうち、職員について定められ

ている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例

若しくはこれに基づく規則により、勤務を要し

ないこととされ、又は休暇を与えられた日を含

む。第10条第2項において「勤務日数」という。)

が18日(1か月間の日数(前橋市の休日を定める

条例(平成元年前橋市条例第14号)第1条第1項

各号に掲げる日の日数は、算入しない。)が20

日に満たない日数の場合にあっては、18日から

20日と当該日数との差に相当する日数を減じ

た日数。第10条第2項において「職員みなし日

数」という。)以上ある月が引き続いて12か月

を超えるに至ったもので、その超えるに至った

日以後引き続き当該勤務時間により勤務する

こととされているものは、職員とみなして、こ

の条例(第4条中11年以上25年未満の期間勤続

した者の通勤による負傷又は病気(以下「傷病」

という。)による退職及び死亡による退職に係

る部分以外の部分並びに第5条中公務上の傷病

又は死亡による退職に係る部分並びに25年以

上勤続した者の通勤による傷病による退職及

び死亡による退職に係る部分以外の部分を除

く。)の規定を適用する。ただし、地方公務員

法第22条の2第1項第1号に掲げる職員について

は、この限りでない。 

2 職員以外の者のうち、職員について定められ

ている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例

若しくはこれに基づく規則により、勤務を要し

ないこととされ、又は休暇を与えられた日を含

む。)が18日以上ある月が引き続いて12か月を

超えるに至ったもので、その超えるに至った日

以後引き続き当該勤務時間により勤務するこ

ととされているものは、職員とみなして、この

条例(第4条中11年以上25年未満の期間勤続し

た者の通勤による負傷又は病気(以下「傷病」

という。)による退職及び死亡による退職に係

る部分以外の部分並びに第5条中公務上の傷病

又は死亡による退職に係る部分並びに25年以

上勤続した者の通勤による傷病による退職及

び死亡による退職に係る部分以外の部分を除

く。)の規定を適用する。ただし、地方公務員

法第22条の2第1項第1号に掲げる職員について

は、この限りでない。 

(失業者の退職手当) (失業者の退職手当) 

第10条 省略 第10条 省略 

2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続

期間をいう。この場合において、当該勤続期間

に係る職員となった日前に職員又は職員以外

の者で勤務日数が職員みなし日数以上ある月

が1か月以上あるもの(季節的業務に4か月以内

の期間を定めて雇用され、又は季節的に4か月

以内の期間を定めて雇用されていた者にあっ

ては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務し

たものに限る。)であった者(以下この項におい

て「職員等」という。)であったことがあるも

のについては、当該職員等であった期間を含む

ものとし、当該勤続期間又は当該職員等であっ

た期間に次の各号に掲げる期間が含まれてい

るときは、当該各号に掲げる期間に該当する全

ての期間を除く。 

2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続

期間をいう。この場合において、当該勤続期間

に係る職員となった日前に職員又は職員以外

の者で職員について定められている勤務時間

以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに

基づく市規則により、勤務を要しないこととさ

れ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日

以上ある月が1か月以上あるもの(季節的業務

に4か月以内の期間を定めて雇用され、又は季

節的に4か月以内の期間を定めて雇用されてい

た者にあっては、引き続き当該所定の期間を超

えて勤務したものに限る。)であった者(以下こ

の項において「職員等」という。)であったこ

とがあるものについては、当該職員等であった

期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職

員等であった期間に次の各号に掲げる期間が

含まれているときは、当該各号に掲げる期間に

該当する全ての期間を除く。 

(1)～(2) 省略 (1)～(2) 省略 

3～17 省略 3～17 省略 


